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７．会議の概要

開会 午後２時００分

事務局長 それでは、ただ今より、令和５年第６回美馬市農業委員会総会を始めさせ

ていただきます。本日、欠席する旨の届出のありました委員は、５番 藤原

委員さん、８番 尾方委員さん、１１番 櫻間委員さん、１２番 都築委員さ

んの４名です。

只今の出席委員は、１５名であり、定足数に達しておりますので、ご報告

いたします。それでは、はじめに、長浦会長からご挨拶をいただきたいと思

います。

会長 （会長挨拶）

事務局長 ありがとうございました。

議長につきましては、会議規則第６条に基づき、会長が総会の議長として議

事を整理していただきますので、どうぞよろしくお願い致します。

議長 それでは早速でございますが、会議を始めさせていただきます。着座での

進行とさせていただきます。日程第１ 議事録署名委員の指名についてでご

ざいますが、いつもの例により、議長の指名でよろしいでしょうか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 ありがとうございます。

それでは、１６番 安達委員、１７番 藤岡委員のお二人にお願いしたいと

思います。どうぞよろしくお願いします。

議長 次に、日程第２ 議案第２７号 農地法第３条の規定による許可申請につ

いて、事務局に説明を求めます。

（事務局長 挙手）

議長 事務局長。

事務局長 議案第２７号 農地法第３条の規定による許可申請について、説明いたし

ます。今回、第３条は、９案件でございますが、これらの申請について、法

定の添付書類は整っております。

番号１です。

申請地は、美馬町字七反地８番４。美馬町字高畑１３番１ほか２筆。地目

等の詳細は、記載のとおりです。面積は、合わせて、１，６６０㎡でありま

す。

譲渡人は、真鍋康之、譲受人は、鎌田真博であります。

耕作面積は、２１，２２５㎡。通作距離は、２km で、稼働人員は １人とな

っています。この農地は、売買による譲受けとなっています。農地取得後は、



ブロッコリー等の季節野菜の作付けを行うこととしております。農機具の所

有状況は、議案書に記載のとおりです。申請地、七反地８番４は、旧郡里小

学校の南、約３００ｍに位置する農地であります。また、高畑１３番１ほか

２筆は、旧郡里小学校の東、約１kｍに位置する農地であります。

番号２です。

申請地は、脇町木ノ内字中ハリ坂３７７１番。地目は、田。

面積は、６０５㎡であります。

譲渡人は、尾形吉弘、譲受人は、瀧川清一であります。

耕作面積は、１０，５８６㎡。自宅に隣接する農地で、稼働人員は、２人と

なっています。この農地は、売買による譲受けとなっています。農地取得後

は、季節野菜の作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議

案書に記載のとおりです。申請地は、岩倉中学校の西、約２５０ｍに位置す

る農地であります。

番号３です。

申請地は、脇町大字脇町字中須６２３番１。地目は、畑。面積は、５０㎡

であります。

譲渡人は、内山和子、譲受人は、澤田明宏であります。

耕作面積は、３，５１４㎡。通作距離は、２．８km で、稼働人員は、２人と

なっています。この農地は、売買による譲受けとなっています。農地取得後

は、季節野菜の作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議

案書に記載のとおりです。申請地は、うだつアリーナの東、約５５０ｍに位

置する農地であります。

番号４です。

申請地は、脇町字拝原２２９２番３ほか３筆。地目等の詳細は、記載のと

おりです。面積は合わせて、２，２８２㎡であります。

譲渡人は、吉岡康子、譲受人は、大舘 寛であります。

申請者は、現在、農地を所有しておりません。通作距離は、約２．５km で、

稼働人員は 2人となっています。この農地は、売買による譲受けとなってい

ます。農地取得後は、ブロッコリー等の季節野菜や果樹の栽培を行うことと

しております。農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申請地は、

美馬市消防本部の北東、約３００ｍに位置する農地であります。



番号５です。

申請地は、脇町字曽江名５１番４、５１番１０。地目は、それぞれ、田。面

積は、合わせて、１，２７９㎡であります。

譲渡人は、大谷明輝、譲受人は、松尾 崇であります。

耕作面積は、３，７７７㎡。通作距離は、２００ｍで、稼働人員は １人と

なっています。この農地は、売買による譲受けとなっています。農地取得後

は、季節野菜の作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議

案書に記載のとおりです。申請地は、脇町インターチェンジの北、約７００

ｍに位置する農地であります。

番号６です。

申請地は、脇町字東俣名９６番ほか６筆。地目等の詳細は、記載のとおりで

す。面積は合わせて、５，６７７㎡であります。

譲渡人は、藤本和子、譲受人は、藤本 実であります。

申請人は、現在、農地を所有しておりません。通作距離は、１１km で、稼働

人員は ２人となっています。この農地は、世帯は異なりますが、親子間の

贈与による譲受けとなっています。農地取得後は、季節野菜の作付けを行う

こととしております。農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申

請地は、旧江原東小学校の東、約８００ｍに位置する農地であります。

番号７です。

申請地は、穴吹町三島字舞中島２００４番１ほか２筆。地目等の詳細は、記

載のとおりです。面積は合わせて、６７７㎡であります。

譲渡人は、井内紫乃、譲受人は、重高 守であります。

申請人は、現在農地を所有しておりませんが、申請地に隣接する宅地へ転居

を予定しております。稼働人員は ２人となっています。この農地は、売買

による譲受けとなっています。農地取得後は、みかん・柿等の果樹を栽培す

ることとしております。農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。

申請地は、三島会館の南西、約２３０ｍに位置する農地であります。

番号８です。

申請地は、穴吹町口山字宮内１８８番１ほか１１筆。地目等の詳細は、記

載のとおりです。面積は合わせて、７，６３５㎡であります。

譲渡人は、緒方勝義、譲受人は、緒方 孝志 ・ 緒方 里美であります。

当申請は、同一世帯内の親子間の贈与によるものです。申請地は、すべて、



自宅周辺の農地であり、稼働人員は、４人となっています。農地取得後は、

今までどおり、水稲・ゆずや茶・季節野菜の作付けを行うこととしておりま

す。農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申請地は、旧宮内小

学校の南西、約２５０ｍに位置する農地であります。

番号９です。

申請地は、木屋平字大北２５１番１ほか６筆。地目等の詳細は、記載のと

おりです。面積は合わせて、７，５６２㎡であります。

譲渡人は、荒川清太郎、譲受人は、武市みゆき であります。

当申請は、世帯は異なりますが、親子間の贈与によるものです。譲渡人とと

もに農業に従事しており、稼働人員は ２人となっています。通作距離は、

実家から１０kmとなっています。農地取得後は、そばや果樹の栽培を行うこ

ととしております。農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申請

地は、国道４３８号、川井トンネルの北東、約２００ｍに位置する農地であ

ります。

以上、これらの９案件は、法第３条第２項各号には該当しないため、許可

要件を満たしていると考えます。農地法第３条の規定による許可申請につい

ての概要説明を終わらせていただきます。

議長 それでは、現地確認報告を求めます。

番号１は、１３番 田中委員さんお願いします

１３番

田中 耕治

委員

１３番・田中です。この土地は、僕が現在作っておりますので、問題無い

と思います。よろしく審議の程お願いいたします。

議長 ありがとうございました。番号２は、６番 蔭山 委員さんお願いします。

６番

蔭山 勝利

委員

６番・蔭山です。本日の午前中に現地確認をさせていただきました。購入

される瀧川さんとも話しをさせていただいて、既に耕作もされていて、何ら

問題無いと思います。よろしくお願いします。

議長 ありがとうございました。番号３は、１１番 櫻間委員さんですが、欠席で

すので、事務局より報告を求めます。

事務局長 櫻間委員より、現地確認の結果、問題のあるところはありませんでしたと

のご報告をいただいております。以上です。

議長 ありがとうございました。番号４は、７番 河野 委員さんお願いします。

７番

河野 弘彦

７番・河野です。この土地は、何年か前に「じいじいのきのこ」がしいた

けの菌床部分を廃棄していて、自治会から農業委員会に対策の要望があった



委員 土地です。農業委員会でしっかり指導させていただいたところ、畑として管

理するということで、私も何回かトラクターで耕耘させていただきました。

過去にもめた近隣に対する影響がほぼ無くなりました。今回、若い方が農業

をしたいということで購入するみたいです。周辺に与える影響は、耕作する

ということで草が生えなくなるということで周辺の方は喜んでいます。よろ

しくお願いします。

議長 ありがとうございました。番号５は、１０番 小田委員さんお願いします。

１０番

小田 一夫

委員

１０番・小田です。６月２４日、土曜日に現地確認させていただきました。

松尾さんは、隣の土地でたくさん野菜を栽培していますので、問題は無いと

思います。よろしくお願いします。

議長 ありがとうございました。番号６は、８番 尾方委員さんですが、欠席で

すので、事務局より報告を求めます。

事務局長 尾方委員より、現地確認の結果、問題のあるところはありませんでしたと

のご報告をいただいております。以上です。

議長 ありがとうございました。番号７は、２番 谷委員さんお願いします。

２番

谷 富廣

委員

２番・谷です。

６月２４日、現地確認を行いました。現地確認の結果、問題のあるところは、

ございませんでした。ご審議、よろしくお願いします。

議長 ありがとうございました。番号８は、１６番 安達委員さんお願いします。

１６番

安達 英雄

委員

１６番・安達です。６月２１日に現地確認しました。田、畑ともにそのま

ま娘夫婦が引き継ぐということです。かなりきれいに管理しておりました。

問題無いと思います。

ありがとうございました。番号９は、１８番 松家委員さんお願いします。

１８番

松家 安信

委員

１８番・松家です。６月２７日に現地確認しました。事務局のとおり、親

子間の贈与でありまして、問題はありません。審議の程お願いいたします。

議長 ご報告ありがとうございました。これから、討議に移らせて頂きたいと思

います。今回の３条申請において、議事参与の制限の対象となる案件が２件

ございます。そのため、その対象となる審議案件を、先にご審議いただきま

して、その後に７件の申請案件をご審議いただくという順番でよろしいでし

ょうか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。それでは、番号１から番号９までの案件につきまし

て、何か、ご意見、ご質疑は、ございませんでしょうか。

（何もなし）

議長 無いようです。



それでは、先に、議事参与案件２件の採決を行いますので、９番、河野委員

の退室を求めます。当該案件の審議が終了次第、再度入室をしていただきま

すので、よろしくお願いします。小休します。

（９番 河野委員 退室）

（何もなし）

議長 それでは、番号４、番号７の２案件について、お諮りいたします。許可す

ることに、ご異議は、ございませんか。

議長 異議なしと認めます。よって、番号４、番号７の２案件につきましては、

許可することと決定いたします。９番 河野委員の入室を認めます。

小休します。

（９番 河野委員 入室）

議長 それでは、小休前に戻りまして、再開いたします。続いて、残り７案件に

ついて、お諮りいたします。許可することに、ご異議は、ございませんか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。よって、残り７案件につきましても、許可すること

と決定いたします。

以上により、議案第２７号 農地法第３条の規定による許可申請９案件は

すべて、許可することと決定いたします。

議長 次に、日程第３ 議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申請につい

て、事務局からの説明を求めます。

（事務局長 挙手）

議長 事務局長。

事務局長 議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申請について、１１案件の

説明をさせていだだきます。この５条申請については、法定の添付書類は整

っております。

始めに、番号１と番号２です。

こちらの２案件は、関連案件でございますので、一括して説明させて頂き

ます。

番号１の転用場所は、美馬町字前田２６番１、２７番１。番号２の転用場所

は美馬町字中耕地６０番ほか４筆となります。地目等の詳細は、議案書記載

のとおりです。面積は合わせて、３，４７０㎡であります。

譲渡人は、藤山美枝子、譲受人は、株式会社 ES-MIRAI 代表取締役 木下公

貴であります。

いずれも、非フィットによる低圧太陽光発電施設の設置に伴う所有権移転に



よる転用申請です。計画としまして、除草後、不陸整正を行ないます。周囲

には、フェンスを設置します。取水・排水等は生じません。雨水は自然浸透

とします。施設の管理は、年２回以上の草刈りを行なうこととしております。

申請地は、中上集会所の南、約２０ｍから４０ｍに位置する農振農用地指定

のある農地でありますが、農振除外がなされております。農地区分は、第２

種農地と判断をされます。

次に、番号３です。

転用場所は、美馬町字北東原６８番１１。地目は、田。面積は、１７０㎡で

あります。こちらの案件は、先月の総会でご審議頂いた農地の隣接地となり

ます。

譲渡人は、谷 啓司、譲受人は、後藤田 佳孝 であります。居宅の建築に伴

う、所有権移転による転用申請です。造成計画としましては、表土をすき取

り、山土にて埋め戻し、砕石を敷設します。周囲には被害のないようにコン

クリート擁壁を設置します。居宅は、木造２階建、建築面積７２．８７㎡で

あります。取水は市営上水道を利用し、汚水は、合併処理浄化槽で処理した

のち、申請地西側に新設される道路側溝に放流します。雨水は、自然浸透と

します。申請地は、美馬インターチェンジの南西、約４５０ｍに位置する農

振農用地指定のない農地、白地であり、農地区分は、第２種農地と判断をさ

れます。

次に、番号４です。

転用場所は、美馬町字大宮西５２番１。登記地目は、雑種地でございますが、

現況地目が畑。面積は、１，００７㎡であります。

譲渡人は、田村寿代、譲受人は、西川正美であります。

資材置場の設置に伴う、所有権移転による転用申請です。譲受人は、自動車

修・販売業を営んでおり、昭和５０年頃より、申請地を譲受人から借り受け

て、自動車修理のための中古車や資材の置き場として利用しておりました

が、その後、返却され農地として利用されておりました。この度、売買を進

めるにあたり、農地法による転用手続きが必要であることを知り、追認許可

申請に至ったものです。一部、先行して整地工事を実施していることから、

転用者から始末書が提出されております。申請地は、美馬市民サービスセン

ターの南、約２５０ｍに位置する農振農用地指定のない農地、白地であり、

農地区分は、第３種農地と判断をされます。

番号５です。



転用場所は、美馬町字瀧ノ宮１１２番２。地目は、畑。面積は、１，５２６

㎡であります。

譲渡人は、佐藤敏昭、譲受人は、株式会社 ES-MIRAI 代表取締役 木下 公

貴であります。

非フィットによる低圧太陽光発電施設の設置に伴う所有権移転による転用

申請です。計画としまして、除草後、不陸整正を行ないます。周囲には、フ

ェンスを設置します。取水・排水等は生じません。雨水は自然浸透とします。

施設の管理は、年３回以上の草刈りを行なうこととしております。申請地は、

美馬インターチェンジの南西、約４５０ｍに位置する農振農用地指定のある

農地でありますが、農振除外がなされており、農地区分は、第２種農地と判

断をされます。

番号６です。

転用場所は、脇町字小星１３６番２。地目は、田。面積は、１，６２８㎡で

あります。

譲渡人は、北 義仁、譲受人は、杉山和義であります。

フィット法による低圧太陽光発電施設の設置に伴う所有権移転による転用

申請です。計画としまして、除草後、不陸整正を行ない防草シートを敷設し

ます。周囲には、フェンスを設置します。取水・排水等は生じません。雨水

は自然浸透とします。申請地は、岩倉中学校の北西、約６００ｍに位置する

農振農用地指定のある農地でありますが、農振除外がなされており、農地区

分は、第２種農地と判断をされます。

番号７です。

転用場所は、脇町字芋尻２４番１。地目は、畑。面積は、２，１９３㎡であ

ります。

譲渡人は、鐵家敎子、譲受人は、株式会社 ウエストエネルギーソリューシ

ョン 代表取締役 江頭 栄一郎であります。

非フィットによる低圧太陽光発電施設の設置に伴う所有権移転による転用

申請です。計画としまして、周囲には、フェンスを設置します。取水・排水

等は生じません。雨水は自然浸透とします。施設の管理は、年２回以上の草

刈りを行なうこととしております。申請地は、芋尻集会所の北東約１００ｍ

に位置する農振農用地指定のある農地でありますが、農振除外がなされてお

り、農地区分は、第２種農地と判断をされます。

番号８です。



転用場所は、脇町字曽江名４２０番１、４２１番。地目は、それぞれ、田。

面積は合わせて、１，８５４㎡であります。

譲渡人は、佐竹 剛、譲受人は、株式会社 ES-MIRAI 代表取締役 木下公貴

であります。

非フィットによる低圧太陽光発電施設の設置に伴う所有権移転による転用

申請です。計画としまして、除草後、不陸整正を行ないます。周囲には、フ

ェンスを設置します。取水・排水等は生じません。雨水は自然浸透とします。

施設の管理は、年３回以上の草刈りを行なうこととしております。申請地は、

江原中学校の西約２００ｍに位置する農振農用地指定のある農地でありま

すが、農振除外がなされており、農地区分は、第２種農地と判断をされます。

次に、番号９から番号１１です。

これらは、関連案件となりますので、一括して説明させていただきます。

９番の案件の転用場所は、穴吹町三島字舞中島１３２９番ほか３筆の農地で

す。番号１０は、三島字舞中島１３５９番ほか３筆の農地です。番号１１は、

三島字舞中島１６１３番１となります。それぞれの申請の詳細は、議案書記

載のとおりです。面積は、３案件、合わせますと、５，６７５㎡であります。

譲渡人は、赤池光子、譲受人は、株式会社 ES-MIRAI 代表取締役 木下公貴

であります。

これらはすべて、非フィットによる低圧太陽光発電施設の設置に伴う所有権

移転による転用申請です。計画もすべて同内容となっており、除草後、不陸

整正を行なうこととしております。周囲には、フェンスを設置します。取水・

排水等は生じません。雨水は自然浸透とします。施設の管理は、年３回以上

の草刈りを行なうこととしております。申請地は、三島会館の北、約３００

ｍから４００ｍに位置する農振農用地指定のある農地でありますが、すべて

農振除外がなされており、農地区分は、第２種農地と判断をされます。

以上で、農地法 第５条の規定による許可申請について、１１案件の概要

説明を終わらせていただきます。

議長 それでは、現地確認報告を求めます。番号１・番号２は、１番 藤本委員

さんお願いします。

１番

藤本 尚人

委員

１番・藤本です。６月２４日、土曜日に現地確認しました。現地確認しま

したところ、道を挟んで北側に番号１の農地、南側に番号２の農地がありま

して、現在、両方とも草を生い茂っている状態であります。今回、太陽光発

電施設の設置ということでありますが、周囲には既にいくつもの太陽光発電



施設が設置されており、申請の土地について、進入路も確保されており、近

隣に影響も無いと思います。別段問題は無いと思います。審議の程お願いい

たします。

議長 ありがとうございました。番号３は、５番 藤原委員さんですが、欠席で

すので、事務局より報告を求めます。

事務局長 藤原委員より、現地確認しましたが、問題のあるところはありませんでし

たとのご報告をいただいております。以上です。

議長 番号４は、１２番 都築委員さんですが、欠席ですので、事務局より報告

を求めます。

事務局長 都築委員より、現地確認しましたが、問題のあるところはありませんでし

たとのご報告をいただいております。以上です。

議長 番号５は、１３番 田中委員さんお願いします。

１３番

田中耕治委

員

１３番 田中です。６月２５日に現地確認しました。別に問題は無いと思

います。審議の程お願いいたします。

議長 番号６は、３番 大久保委員さんお願いします。

３番

大久保孝雄

委員

３番 大久保です。６月２５日に確認させていただきました。既にこの土

地については、遊休農地となっております。南側には、田植えを行った農地

があり、太陽光発電でいいんじゃないかと思います。審議の程お願いいたし

ます。

議長 番号７は、１７番 藤岡委員さんお願いします。

１７番

藤岡 由信

委員

１７番 藤岡です。６月２６日に現地確認をしました。この芋尻というと

ころは、昔は３０軒くらい民家がありましたが、今は２軒ほどになっており

ます。こんなところによく太陽光をするもんだと私も感心しておるところで

ございます。周囲に問題はございません。ご審議の程よろしくお願いします。

議長 番号８は、１０番 小田委員さんお願いします。

１０番

小田 一夫

委員

１０番 小田です。６月２４日、土曜日に現地確認させていただきました。

近くに家もありませんので、問題は無いと思います。ご審議の程よろしくお

願いします。

議長 番号９から番号１１は、２番 谷委員さんお願いします。

２番

谷 富廣

委員

２番 谷です。

６月２４日、現地確認を行いました。現地確認の結果、問題のあるところは、

ございませんでした。ご審議、よろしくお願いします。

議長 ご報告ありがとうございました。それでは、討議に移らせて頂きたいと思

います。何かご意見、ご質疑は、ございませんでしょうか。



はい、藤岡委員どうぞ。

（１７番 藤岡委員 挙手）

議長 藤岡委員どうぞ。

１７番

藤岡 由信

委員

１７番 藤岡です。ちょっとお聞きしますが、審議案件の中に、株式会社

ES-MIRAIとありますが、ここの会社は、どこにあるのですか。

事務局長 大阪府大阪市にある会社で、太陽光発電事業を主にしている会社となりま

す。

１７番

藤岡 由信

委員

議案書を見ていただいてわかるとおり、多くの申請をしており、、今のこ

の時代にこれだけ太陽光発電事業を行う会社であるので、大変資本力がある

会社だと思いますが、どのように売電されているのでしょうか。

事務局長 そのとおりです。

売電については、今回の申請は全てノンフィット発電でございますので、

発電した電気の売電先は、関連会社となっております。

１７番

藤岡 由信

委員

はい、わかりました。

議長 他に、ございませんか。

（何もなし）

議長 それでは、お諮りいたします。番号１から番号１１までの許可申請案件

１１案件について、許可相当とすることに、ご異議は、ございませんか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。よって、議案第２８号 農地法第５条の規定による

許可申請１１案件につきましては、許可相当と決定し、県へ意見書を送付い

たします。

議長 次に、日程第４ 議案第２９号 非農地証明願について、事務局からの説明

を求めます。

（事務局長 挙手）

議長 事務局長。

事務局長 それでは、議案第２９号 非農地証明願、２件につきまして説明をいたし

ます。

番号１です。

申請場所は、美馬町字八ノ坪２３番２。地目は、田。面積は、１２７㎡で

す。申請者、仲 加平より非農地証明願が提出されました。

申請地は、平成１１年、申請者の子により居宅が建築された際、宅地造成が



行われ、住宅敷地として利用されたものです。関係書類を基に、６月２３日、

１番、藤本委員と事務局で現地確認をいたしました。申請農地は、露口集会

所の南西、約１５０ｍに位置する農地です。申請者から提出されました日本

地図センター発行による航空写真からも、当時から宅地として利用されてい

たことが確認できます。農林課において、農振農用地指定のない白地である

こと、確認しております。申請地は、非農地証明の許可要件である２０年を

経過しており、農地への復元が不可能であり、農地行政上、支障がないと認

められる土地であると判断されます。

次に、番号２です。

申請場所は、脇町字西赤谷２８４番。地目は、畑。面積は、１２０㎡です。

申請者、小笠春富より、非農地証明願が提出されました。

申請地は、昭和６２年頃、申請人により倉庫が建築され、敷地は、コンクリ

ート舗装が行われ、現在まで利用されております。関係書類を基に６月２０

日、４番、原田委員と事務局で現地確認をいたしました。申請農地は、脇町

インターチェンジの南東、約７００ｍに位置する農地です。申請者から提出

されました日本地図センター発行による航空写真からも、当時から宅地とし

て利用されていたことが確認できます。農林課において、農振農用地指定の

ない白地であること、確認しております。申請地は、非農地証明の許可要件

である２０年を経過しており、農地への復元が不可能であり、農地行政上、

支障がないと認められる土地であると判断されます。

非農地証明願につきましては、以上でございます。

議長 それでは、現地確認報告を求めます。番号１は、１番 藤本 委員さんお願

いします。

１番

藤本 尚人

委員

１番 藤本です。現地確認しましたところ、事務局からの報告のとおり、

２０年以上家屋の一部として使われており、農地性が完全に失われており、

宅地化しております。問題は無いと思います。よろしくお願いします

議長 番号２は、４番 原田 委員さんお願いします。

４番

原田 政憲

委員

４番 原田です。６月２０日に現地確認した結果、何も問題はありません。

よろしくお願いします。

議長 ありがとうございました。それでは、審議を行います。なにかご意見、ご

質疑は、ございませんでしょうか。

（何もなし）

議長 無いようです。お諮りいたします。非農地証明願を発行することに、ご異



議は、ございませんか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。よって、議案第２９号 非農地証明願については、

非農地証明書を発行することといたします。

議長 次に、日程第５ 議案第３０号 令和５年度 第３期 美馬市農用地利用集

積計画書についてです。このことにつきましては、農業経営基盤強化促進法

第１３条第１項の規定による農用地利用関係調整の結果、利用権認定等促進

事業の実施が認められましたので、市長に要請するもので、これは諮問でご

ざいます。お手元にお渡しをしております資料のとおり、

・新規の利用権設定面積は、 １，９５５ ㎡、

・更新の利用権設定面積は、 ６１，４０５ ㎡ です。

・利用権設定筆数は、 ８１ 筆、

・利用権を設定する件数、延べ ２８ 件、

・利用権設定を受ける者・組織は、 １６ 件 です。

以上の計画は、１８条第３項の各要件を満たしております。ご意見ござい

ますか。

（何もなし）

議長 お諮りいたします。

議案第３０号 令和５年度 第３期 美馬市農用地利用集積計画書について

は、原案どおり決定することとして、よろしいか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。このことについては、原案どおり決定し、市長へ答

申することといたします。

議長 次に、日程第６ 議案 第３１号 美馬市農業経営基盤の強化の促進に関す

る基本的な構想の変更についての諮問でございます。農林課の佐藤事務主任

より、説明を求めます。

農林課担当

者

（農林課担当者 説明）

議長 ご説明、ありがとうございました。

それでは、討議に移らせて頂きたいと思います。何か、ご意見、ご質疑は、

ございませんでしょうか。

（１６番 安達委員 挙手）

議長 安達委員どうぞ。

１６番

安達 英雄

１６番 安達です。原木しいたけ等の栽培に関しては、林業関係の所得に

いれられている場合もあるのではないかと思い、質問させていただきまし



美馬市情報公開条例第７条第１項 1号及び５号、６号に基づき、公にすることにより、

個人の権利利益を害するおそれがあるもの、市の機関、国の機関、他の地方公共団体の機

関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすること

により、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの、争訟に

係る事務に関し、市、国、他の地方公共団体の当事者としての地位を不当に害するおそれ

その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適性な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるものについては非公表とする。

委員 た。

農林課担当

者

先ほどの説明のとおりとなります。

議長 ほかにご意見、ご質疑は、ございませんでしょうか。

委員一同 （質疑無し）

議長 お諮りいたします。

美馬市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更につい

て、原案どおり決定することに、ご異議ございませんか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 次に、日程第７ 報告事項として農地改良届について、事務局から説明を

求めます。

（事務局長 挙手）

議長 事務局長どうぞ。

事務局長 それでは、農地改良届につきましてご説明いたします。

番号１です。令和５年６月５日に、申請人、倉本 裕美より、農地改良届

が提出されました。このことに伴い、６月８日、事務局と１１番、櫻間委員

で現地確認を行ないました。申請地は、脇町大字脇町字中須６９８番。地目

は、田。面積は、１８４１㎡で、道の駅アイランドうだつの西、約７００ｍ

に位置する農地であります。申請内容は、現況の高さから、山土及び耕作土

により、約１．２ｍの嵩上げを行います。また、周囲には、土留めコンクリ

ートブロックを設置します。農地改良後は、スダチやレモン等の果樹を栽培

する計画としております。また、１１番 櫻間 委員からも、適正な農地の改

良と認められるとの、ご見解をいただいております。以上で、事務局から、

農地改良届についての報告を終わります。

議長 以上で、本日の議案審議は、全て終了いたしました。

これをもちまして、令和５年 第６回美馬市農業委員会総会を閉会いたし

ます。次回の総会は、７月１８日 火曜日 午後２時からの開催予定です。

本日は、お疲れ様でした。


